
第38回 一関地区広域行政組合 

一般廃棄物処理施設整備検討委員会 

次 第 

日時 令和５年３月２日（木）   

午後１時～午後３時 

場所 一関市役所３階 特別会議室 

１ 開  会 

２ 協  議 

 スケジュール変更に伴う施設規模の考え方（案）について 

 住民説明会等のご意見について 

３ そ の 他 

４ 閉  会 



スケジュール変更に伴う施設規模の考え方（案）について 

 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設（以下、「新処理施設」という）と一般廃棄物最終処分場（以下、

「新最終処分場」という）について、令和５年２月８日の管理者副管理者会議において、両施設とも供

用開始時期が１年程度遅れる見込みであることを確認した。 

 このことから、両施設の整備基本計画に策定している施設規模の考え方を次のとおり整理する。 

１ 新処理施設 

 現在の計画施設規模 

整備基本計画において、令和９年度稼働時の処理対象ごみ量 26，324ｔ/年に対する施設規模 97.9

ｔ/日に災害廃棄物 7.6%を見込み、106ｔ/日としている。（53ｔ×２炉）

 スケジュールの変更理由 

  資料№１別紙のとおり 

 スケジュール変更後の施設規模の算定方法（案） 

案① 整備基本計画における処理対象ごみ量の予測結果を使用し、稼働時期に合わせた施設規模と

する。 

変更内容 年 度 対象ごみ量Ａ 施設規模Ｂ 災害廃棄物見込み規模 

１年延長 令和 10 年度 25,762ｔ/年 95.8ｔ/日 103.2ｔ/日→104ｔ/日 

＜算定式＞ 

施設規模Ｂ ＝ Ａ ÷ 280 日/年 ÷ 調整稼働率 0.96   

災害廃棄物見込み規模 ＝ 

 Ｂ × （ １ + （災害廃棄物 497ｔ + 他市災害廃棄物 1,515ｔ） ÷ Ａ ） 

案② 最新の対象ごみ量の実績に基づき、案①の算出方法を基本としながら、プラスチック資源循

環促進法や分別区分の案などを考慮し改めて推計を行い、見直しの必要があるかどうかも含め

て精査する。 

なお、推計は次期廃棄物処理基本計画など各種計画との整合性を持たせるものとする。 

 施設規模の考え方（案） 

  ・ 令和５年度に要求水準書の作成を進め、令和６年度に公募を行うことから、規模を確定させる

時期は令和５年度中を見込んでいる。 

・ 要求水準書の内容は、今後設置する予定の事業者選定委員会（仮称）において協議することと

していることから、施設規模においてもその中で改めて確認する。 

  ・ 確認の方法は、 の案①とした場合では、現在のごみ処分量や今後、次期廃棄物処理基本計画

との差異が生じると想定されることから、案②の方法により行うものとしたい。 
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２ 新最終処分場 

 現在の計画施設規模 

   第１期 令和８年度～令和 22 年度（15 年間）   80,600  

   第２期 令和 23 年度～令和 32 年度（10 年間）  46,200  

                        計 126,800  

   ※焼却残さは、セメント原料化量を含めた全量を最終処分量として見込んでいる。 

 スケジュールの変更理由 

   資料№１別紙のとおり 

 スケジュール変更後の施設規模の算定方法（案） 

案① 整備基本計画では、廃棄物処理基本計画を基にごみ処理量を算出し、年次埋立量を決定して

いることから、同様の方法で変更後の稼働開始時期から 25 年間の埋立量を算出する。 

変更内容 期  間 埋 立 量 総 埋 立 量 当初との比較 比較割合 

１年延長 

１期 令和 9 年度～ 

令和 23 年度 
78,576  

124,774   △2,026   △1.6％ 
２期 令和 24 年度～ 

令和 33 年度 
46,198  ※ 

   ※整備基本計画では、令和 23 年から 32 年度までは、令和 22 年度の数値を元に見込んでいる。

令和 33 年度も同様の数値と見込み算定した。 

案② 最新の対象ごみ量の実績に基づき、案①の算出方法を基本としながら、プラスチック資源循

環促進法や分別区分の案などを考慮し改めて推計を行い、埋立量の見直しの必要があるかどう

かも含めて精査する。 

なお、推計は次期廃棄物処理基本計画など各種計画との整合性を持たせる。 

 施設規模の考え方（案） 

  ・ 新処理施設の規模の確認に合わせて行うこととし、令和５年度後半から令和 6 年度かけて予定

している実施設計に反映する。 

・ 確認方法は、新処理施設と同様に、案②の方法により行うこととしたい。 

  ・ なお、災害が生じた場合の変動も考えられることから、埋立量が不足することがないように十

分な埋立量を確保することを前提として判断する。 
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第３ 施設整備の基本的事項 

１ 処理対象ごみ 

処理対象ごみは、次に示すとおりとする。 

① 可燃ごみ 

② 可燃粗大ごみ 

③ 可燃残渣 

④ し渣・汚泥 

⑤ 災害廃棄物 

２ 施設規模 

 処理対象ごみ量 

処理対象ごみ量の予測結果は、表3-2-1に示すとおりである。 

表3-2-1 処理対象ごみ量の予測結果 

※ 端数の関係上、合計が合わない場合がある。 

   新処理施設の稼働開始を令和９年度とした場合、令和９年度の処理対象ごみ量

は表3-2-2のとおりである。 

表3-2-2 処理対象ごみ量 

 ごみ量 

（t/年） 

① 可燃ごみ 25,227 

② 可燃粗大ごみ    728 

③ 可燃残渣    283 

④ し渣・汚泥     86 

計 26,324 

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

燃やすごみ t/年 25,227 24,693 24,308 23,927 23,549 23,176 22,802 22,427 22,050 21,676

可燃粗大ごみ t/年 728 713 702 691 680 669 658 648 637 626

可燃残渣 t/年 283 272 267 263 259 255 251 247 243 238

し渣・汚泥 t/年 86 85 83 82 81 80 79 77 76 75

合計 t/年 26,324 25,762 25,360 24,964 24,569 24,180 23,790 23,399 23,006 22,616

年　度

3

エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備基本計画



4 

 施設整備規模の算定 

ア 目標年度 

   新処理施設の稼働開始を令和９年度とし、稼働開始後、最もごみ量の多い令和

９年度を計画目標年度とする。 

イ 炉構成

炉の系列数としては、１系列、２系列、３系列等が考えられる。環境省廃棄物

処理事業実態調査結果（平成30年度実績）より、100t以上150t以下の焼却施設（全

連続運転）における炉構成は、表3-2-3のとおりとなる。また、それぞれのメリッ

ト及びデメリットは、表3-2-4のとおりである。 

今回計画する焼却施設の炉構成は、処理の安定性・継続性、経済性等の観点及

び他施設事例から２系列とする。 

表3-2-3 焼却施設の系列数（連続運転100t以上150t以下） 

系列数 施設数 

１系列 25施設 

２系列 140施設 

３系列 5施設 

表3-2-4 炉の系列数におけるメリット・デメリット 

系列数 メリット デメリット 

１系列 炉室の幅が狭いので、細長い敷地にも対

応できる。 

炉の規模が大きく、定格処理時には燃焼

が安定しやすい。 

建設費、補修費が安い。 

施設への平均搬入量は、施設規模の70％

程度であるが、炉を部分負荷で運転する

と燃焼が安定しにくいため、ごみが少な

くなるたびに焼却炉の起動・停止を繰り

返す必要がある。 

炉の系列に万一トラブルが発生した場

合、ごみ処理が停止してしまう。 

２系列 炉室の幅が３系列以上の場合に比べて狭

いので、比較的細長い敷地にも対応でき

る。 

１炉運転と２炉運転を適切に組み合わせ

ることにより、各系列は常に定格負荷の

運転ができ、燃焼が安定しやすい。 

１炉が故障しても施設能力の１/2が確保

できる。 

建設費、補修費が１系列に続いて安い。 

１炉運転時には２炉運転時の1/2の処理能

力となり、毎日の搬入量と処理量の差が

大きいため、ごみピットへのごみの堆積

速度が速い。 

３系列 ２炉運転と３炉運転を適切に組み合わせ

ることにより、各系列は常に定格負荷の

運転ができ、燃焼が安定しやすい。 

１炉が故障しても施設能力の2/3が確保で

きる。 

広い幅の炉室が必要で、敷地の幅が狭い

と配置できない。 

今回の整備規模では、１炉規模が小さす

ぎて燃焼の安定化が難しい。 

建設費、補修費が２系列より高くなる。 
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ウ 施設整備規模の算定 

   施設整備規模は、平成15年度に国から示されていた規模算定式（環廃対発第

031215002 号）により算出する。 

施設規模（t/日）＝年間処理量（t/年）÷年間稼働日数（日/年）÷調整稼働率 

  ・年間処理量  ：26,324t/年（処理対象ごみ量の予測結果より） 

    ・年間稼働日数 ：280日（①年１回の補修整備期間30日－②年２回の補修点検

期間各15日－③全停止期間７日間－①②③の（起動に要する

日数各３日＋停止に要する日数各３日）＝85日を365日から

差引いた280日） 

    ・調整稼働率  ：0.96（正常に運転される予定の日でも故障修理、やむを得な

い一時休止等のために処理能力が低下することを考慮した係

数） 

上記、算出式により算出すると、施設整備規模は次のとおりである。 

    施設規模（t/日）＝ 26,324t/年 ÷ 280日/年 ÷ 0.96 ＝97.9t/日 

また、環境省の「廃棄物処理施設整備計画」では、大規模な災害が発生しても

一定期間において処理が完了するよう、広域圏ごとに一定程度の処理能力に余裕

を持った施設を整備することが重要であるとされている。 

そのため、直近10年間における災害廃棄物の最大発生量（497t）と、他市災害

廃棄物の最大受入量（1,515t）より、災害が発生した場合の廃棄物処理量を施設

規模の7.6％程度と見込み、施設規模を次のとおり設定した。 

97.9t/日×（１＋（災害廃棄物497t ＋ 他市災害廃棄物1,515t） 

÷ 焼却対象ごみ量26,324t）＝ 105.4t/日≒106t/日 

→ 災害廃棄物を見込んで106（t/日） 

     ２炉構成として、１炉当りの規模は53t/日となる。 

施設整備規模：106t/日（53t/日×２炉） 
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第３ 施設整備の基本的事項 

１ 計画条件の設定 

 施設の概要 

ア 埋立対象物の設定 

新最終処分場に埋め立てる廃棄物は、主に中間処理施設から排出される焼

却残渣、不燃残渣及び不燃物とする。 

イ 埋立期間の設定 

新最終処分場は、長期間安定的に構成市町区域内の一般廃棄物の適正処理

体制を確保し、災害対応にも対応できるよう、１期15年、２期10年分を整備

するものとする。 

表3-1-1 計画目標期間 

期 計画目標期間 

第１期 令和８年度（2026年）～令和22年度（2040年）（15年間） 

第２期 令和23年度（2041年）～令和32年度（2050年）（10年間） 

ウ 必要覆土量の検討 

覆土量は、最終処分量の1/3を見込むと次のとおりとなる（表3-1-2 最終

処分場埋立容量 参照）。 

覆土量は、埋立面積、埋立形状により中間覆土量、最終覆土量に違いが生

じるため、基本設計時に確認するものとする。 

第１期  20,150 

第２期  11,550 

合 計  31,700 

エ 埋立対象物体積換算係数の設定 

新最終処分場の埋立容量は、埋立対象物重量に単位体積重量（１ 当たり

の重量）の係数を乗じて得た値とする。埋立対象物堆積換算係数は、焼却残

渣の係数を1.00、不燃残渣の係数を0.60と設定した。
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オ 埋立規模の設定 

新最終処分場の規模決定に際しては、ごみ処理基本計画を基に中間処理施

設のごみ処理量により算出し、年次埋立量を決定する。 

表3-1-2 新最終処分場埋立容量 

年 度 埋立年数 
焼却残渣 不燃残渣 最終処分量 覆 土 最終処分量（覆土含む） 

/年 /年 /年 /年 /年 (累計) 

R08 1年目 3,663.8 1,334.4 4,998.1 1,666.0 6,664.2 6,664.2 

R09 2年目 3,158.9 1,281.3 4,440.2 1,480.1 5,920.3 12,584.4 

R10 3年目 3,091.5 1,229.3 4,320.8 1,440.3 5,761.0 18,345.5 

R11 4年目 3,043.2 1,210.3 4,253.5 1,417.8 5,671.3 24,016.8 

R12 5年目 2,995.6 1,191.4 4,187.0 1,395.7 5,582.7 29,599.5 

R13 6年目 2,948.3 1,172.7 4,121.0 1,373.7 5,494.7 35,094.2 

R14 7年目 2,901.6 1,154.2 4,055.8 1,351.9 5,407.7 40,501.8 

R15 8年目 2,854.8 1,135.7 3,990.5 1,330.2 5,320.6 45,822.5 

R16 9年目 2,807.9 1,117.2 3,925.1 1,308.4 5,223.4 51,055.9 

R17 10年目 2,760.7 1,098.5 3,859.1 1,286.4 5,145.5 56,201.4 

R18 11年目 2,713.9 1,079.9 3,793.8 1,264.6 5,058.5 61,259.8 

R19 12年目 2,667.3 1,061.5 3,728.8 1,242.9 4,971.8 66,231.6 

R20 13年目 2,620.5 1,043.0 3,663.4 1,221.1 4,884.6 71,116.2 

R21 14年目 2,573.4 1,024.3 3,597.8 1,199.3 4,797.0 75,913.2 

R22 15年目 2,526.0 1,005.6 3,531.5 1,177.2 4,708.7 80,621.9 

R23 16年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 85,241.6 

R24 17年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 89,861.4 

R25 18年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 94,481.2 

R26 19年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 99,100.9 

R27 20年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 103,720.7 

R28 21年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 108,340.5 

R29 22年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 112,960.2 

R30 23年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 117,580.0 

R31 24年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 122,199.8 

R32 25年目 2,478.2 986.6 3,464.8 1,154.9 4,619.8 126,819.6 
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表3-1-2新最終処分場埋立容量により、新最終処分場の規模を次のとおりと

する。 

第１期  80,600 

第２期  46,200 

合 計  126,800 

※ 焼却残渣は、セメント原料化量を含めた全量を最終処分量として

見込んでいる。 
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資料№２ 

住民説明会等のご意見について 

令和５年２月に開催した住民説明会等について、次のとおり説明を行ったので報告する。 

１ 住民説明会等開催日程 

区分 会場 開催日 時間 参加者 備考 

土地所有者

説明会 

千厩市民センター 2 月 5 日(日) 10:00 ５人 

弥栄市民センター平沢分館 2 月 5 日(日) 14:00 ７人 

周辺自治会

説明会 

弥栄市民センター平沢分館 2 月 19 日(日) 10:00 17 人 ６～８区、協議会構成員など 

マリアージュ 2 月 19 日(日) 14:00 19 人 北ノ沢、木六、駒場 

住民説明会 

平泉町学習交流施設エピカ 2 月 20 日(月) 19:00 24 人 平泉町 

ユードーム 2 月 25 日(土) 10:00 16 人 一関市 

弥栄市民センター 2 月 25 日(土) 14:00 13 人 候補地の地域 

マリアージュ 2 月 26 日(日) 10:00 99 人 候補地の地域 

２ 説明内容 

 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備の検討状況 

  ・ 事業範囲（案）について 

  ・ 周辺環境の整備について 

  ・ 付加的に導入する処理方式について 

  ・ 事業方式について 

  ・ 余熱活用策について 

 マテリアルリサイクル推進施設整備の検討状況 

  ・ マテリアルリサイクル推進施設整備基本計画案について 

 一般廃棄物最終処分場整備の検討状況 

  ・ 事業範囲（案）、取付道路の位置（案）、処理水の放流位置（案）について 

 ※ 別紙１－１～５ 住民説明会等資料を参照 

３ 質問・意見の内容 

 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設 

  ・ 道路改良 

  ・ 取付道路の勾配 

  ・ 付加的導入とした堆肥化設備の内容 

  ・ 外観やデザインへの配慮 

  ・ 余熱活用の地元への還元 

  ・ 発電による売電方法（新電力など地元利用） 

 マテリアルリサイクル推進施設 

  ・ （仮称）危険ごみ・有害ごみの内容 

 一般廃棄物最終処分場 

  ・ プラスチック資源循環法による埋立容量の減量 

  ・ 選定経過についての疑問、候補地を見直しを求める意見 

  ・ 施設整備されることでの災害などの不安 

  ・ 理解促進のため現施設の見学会 

※ 要旨は別紙２のとおり 



資料№２　別紙１-１
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